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書
面
に
よ
る
労
働
者
の
育
児
休
業
の
取
扱
い
明
示
の
義
務
づ
け
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
」
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六

号
）
及
び
「
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
」
（
平
成
三
年

労
働
省
令
第
二
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
労
働
者
が
育
児
休
業
の
申
し
出
を
行
っ
た
場
合
、
事
業
主
は
、
育
児
休
業
を
申
し
出
た

労
働
者
の
取
扱
い
を
明
示
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
方
法
は
書
面
（
以
下
「
育
児
休
業
取
扱
通
知
書
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
。
書
面
に
よ
る
労
働
者
の
育
児
休
業
の
取
扱
い
明
示
を
義
務
づ
け
と
す
る
場
合
、
育
児
休
業
取

扱
通
知
書
に
明
示
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

現
在
、
厚
生
労
働
省
が
雛
形
と
し
て
公
表
し
て
い
る
「
育
児
休
業
取
扱
通
知
書
」
（
以
下
「
雛
形
」
と
い
う
。
）
に
記
載

さ
れ
て
い
る
事
項
（
「
休
業
の
期
間
等
」
「
休
業
期
間
中
の
取
扱
い
等
」
「
休
業
後
の
労
働
条
件
」
「
そ
の
他
」
）
を
そ
の

ま
ま
明
示
事
項
と
す
る
場
合
、
事
業
主
及
び
労
働
者
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
リ
ッ
ト
及
び
デ
メ
リ
ッ
ト
を
具
体
的
に
お
教
え
い
た
だ

き
た
い
。

二

雛
形
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
か
ら
「
休
業
後
の
労
働
条
件
」
を
除
い
た
三
事
項
を
明
示
事
項
と
す
る
場
合
、
事
業
主
及

び
労
働
者
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
リ
ッ
ト
及
び
デ
メ
リ
ッ
ト
を
具
体
的
に
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

一



三

雛
形
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
「
休
業
後
の
労
働
条
件
」
に
規
定
さ
れ
た
五
つ
の
項
目
を
削
除
し
、
「
不
利
益
な
取
扱
い

を
し
な
い
」
旨
の
項
目
を
明
示
す
る
場
合
、
事
業
主
及
び
労
働
者
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
リ
ッ
ト
及
び
デ
メ
リ
ッ
ト
を
具
体
的
に
お

教
え
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


